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生 産 局 畜 産 部 飼 料 課

魚粉の製造工場に対する立入検査の実施について

魚粉中へのほ乳動物のたん白質の混入の有無を調査するため、飼料の安全性

の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）に基づき、独

立行政法人肥飼料検査所が次のとおり立入検査を実施する。

なお、検査に当たっては、今般、独立行政法人肥飼料検査所が独自に開発し

たＥＬＩＳＡ法等を用いて分析を行う予定である。

１ 実施対象工場

飼料用の魚粉を製造する全工場（約８０社）

２ 実施期間

平成１３年１２月１７日～平成１４年１月３１日

３ 検査内容

・原料の購入先、購入量等

・肉骨粉等の混入防止対策の実施状況

・サンプルの収集、分析（ＥＬＩＳＡ法等）
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